
伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 事 業 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， マ ン シ ョ ン の 管 理 組 合 等 に 対 し ， 適 切 な 維 持 管 理

や 建 替 え ， 改 修 等 を 行 う 際 に 必 要 な 知 識 ， 情 報 等 の 提 供 や 助 言 を 行 う

専 門 家 を 派 遣 す る こ と に よ り ， 良 質 な 住 宅 ス ト ッ ク の 形 成 及 び 良 好 な

景 観 と 住 環 境 の 維 持 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， 当 該 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴   マ ン シ ョ ン  マ ン シ ョ ン の 管 理 の 適 正 化 の 推 進 に 関 す る 法 律（ 平

成 12 年 法 律 第 14 9 号 。 以 下 「 適 正 化 法 」 と い う 。） 第 ２ 条 第 １ 号 に

規 定 す る マ ン シ ョ ン を い う 。  

⑵   管 理 組 合 等  適 正 化 法 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 管 理 組 合 及 び 管

理 組 合 が 組 織 化 さ れ て い な い マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 者 で 構 成 さ れ

る 団 体 を い う 。  

⑶   ア ド バ イ ザ ー 派 遣 団 体  本 要 綱 第 ４ 条 に 規 定 す る ア ド バ イ ザ ー

に よ り 構 成 さ れ た 団 体 で ，市 と 伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 ア ド バ イ

ザ ー 派 遣 事 業 の 実 施 に 関 す る 覚 書 を 交 わ し て い る 団 体 を い う 。  

（ 派 遣 の 対 象 ）  

第 ３ 条  ア ド バ イ ザ ー を 派 遣 す る 対 象 は ， 伊 丹 市 内 に 所 在 す る マ ン シ ョ

ン の 管 理 組 合 等 と す る 。  

（ ア ド バ イ ザ ー の 派 遣 ）  

第 ４ 条  市 長 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で ， マ ン シ ョ ン に 関 す る 相 談 ， 支

援 経 験 が あ る 等 ， 適 当 と 認 め ら れ る 専 門 家 を ， ア ド バ イ ザ ー と し て 派

遣 す る も の と す る 。  

 ⑴  マ ン シ ョ ン 管 理 士 の 資 格 を 有 す る 者  

 ⑵  一 級 建 築 士 の 資 格 を 有 す る 者  

 ⑶  前 ２ 号 に 掲 げ る 者 の ほ か ， 市 長 が 特 に 認 め る 者  

（ 派 遣 の 内 容 ）  

第 ５ 条  市 長 は ， 前 条 に 規 定 す る ア ド バ イ ザ ー を １ 回 の 申 請 に つ き ２ 名

派 遣 す る も の と す る 。  



２  前 項 に よ り 派 遣 さ れ る ア ド バ イ ザ ー は ， 次 に 掲 げ る 事 項 の 相 談 を 受

け る も の と す る 。  

 ⑴  マ ン シ ョ ン 管 理 組 合 の 運 営 及 び 管 理 規 約 等 に 関 す る こ と 。  

 ⑵  管 理 費 及 び 修 繕 積 立 金 等 の 財 務 に 関 す る こ と 。  

 ⑶  マ ン シ ョ ン 管 理 に か か る 契 約 に 関 す る こ と 。  

 ⑷  大 規 模 修 繕 工 事 計 画 及 び 長 期 修 繕 計 画 の 作 成 及 び 見 直 し に 関 す る

こ と 。  

 ⑸  管 理 計 画 認 定 制 度 を 意 識 し た 管 理 の 適 正 化 に 資 す る 取 組 み に 関 す

る こ と 。  

 ⑹  マ ン シ ョ ン 建 替 え 等 の 再 生 に 関 す る こ と 。  

 ⑺  マ ン シ ョ ン の 改 修 ・ 耐 震 性 の 向 上 に 関 す る こ と 。  

 ⑻  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， マ ン シ ョ ン の 管 理 ・ 運 営 に 関 す る こ

と で 市 長 が 特 に 認 め る も の  

３  ア ド バ イ ザ ー は ， 当 該 業 務 に お い て 次 に 掲 げ る 事 項 は 行 わ な い も の

と す る 。  

 ⑴  測 定 器 等 を 使 用 し た 建 物 の 精 密 測 定 ， 詳 細 調 査 ， 及 び 劣 化 診 断  

 ⑵  大 規 模 修 繕 工 事 計 画 書 及 び 長 期 修 繕 計 画 書 の 作 成  

 ⑶  設 計 及 び 工 事 監 理  

 ⑷  維 持 管 理 業 務 の 受 注 及 び 発 注  

 ⑸  設 計 又 は 施 工 業 者 の 選 定 及 び 紹 介  

 ⑹  見 積 等 の 比 較 検 討  

 ⑺  管 理 計 画 認 定 制 度 に お け る 事 前 確 認 の 依 頼 及 び 申 請 補 助  

 ⑻  居 住 者 間 及 び 居 住 者 と 近 隣 住 民 と の 間 の 紛 争 解 決 及 び 権 利 調 整  

 ⑼  営 業 活 動 又 は 勧 誘  

 ⑽  建 物 の 瑕 疵 に つ い て の 判 断  

 ⑾  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 派 遣 の 趣 旨 に 合 致 し な い 事 項  

４  ア ド バ イ ザ ー の 派 遣 時 間 は ， １ 回 に つ き ２ 時 間 を 上 限 と す る 。  

（ 派 遣 の 申 請 ）  

第 ６ 条  ア ド バ イ ザ ー の 派 遣 を 受 け よ う と す る 管 理 組 合 等 は ， 派 遣 希 望

日 の ３ ０ 日 前 ま で に ， 伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 申

請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 必 要 な 書 類 を 付 し て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  



２  前 項 に 定 め る 申 請 は 同 一 の 管 理 組 合 等 に お い て ， 同 一 年 度 内 に 2 回

を 上 限 と す る 。  

３  管 理 組 合 等 は ，第 １ 項 の 規 定 に よ る 派 遣 の 申 請 を 行 う こ と に つ い て ，

集 会 又 は 理 事 会 の 決 議 を 経 な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 管 理 組 合 が 組

織 化 さ れ て い な い マ ン シ ョ ン の 区 分 所 有 者 で 構 成 さ れ る 団 体 は ， ２ 以

上 の 区 分 所 有 者 に よ る 同 意 に 基 づ か な け れ ば な ら な い 。  

（ ア ド バ イ ザ ー の 推 薦 依 頼 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 前 条 第 １ 項 に よ る 申 請 が あ っ た と き は ， ア ド バ イ ザ ー

派 遣 団 体 に 対 し て ， 伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 ア ド バ イ ザ ー 推 薦 依 頼

書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 送 付 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 依 頼 を 受 け た ア ド バ イ ザ ー 派 遣 団 体 は ， 伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ

ン 管 理 ア ド バ イ ザ ー 推 薦 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に ア ド バ イ ザ ー の 履 歴 書 を

添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 派 遣 の 決 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 第 ６ 条 の 申 請 が あ っ た と き は ， 速 や か に 内 容 を 審 査 の

上 ， 派 遣 の 適 否 及 び ア ド バ イ ザ ー を 決 定 し ， そ の 決 定 （ 派 遣 し な い 場

合 は ， そ の 理 由 を 含 む ） に つ い て ， 伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 ア ド バ

イ ザ ー 派 遣 決 定 通 知 書（ 様 式 第 ４ 号 )に よ り 管 理 組 合 等 に 通 知 す る も の

と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 派 遣 の 適 否 は 次 に 掲 げ る 基 準 を 全 て 満 た し て い る か

否 か で 決 定 す る 。  

 ⑴  派 遣 申 込 内 容 が ， 第 １ 条 に 規 定 す る 目 的 に 沿 っ た も の で あ る こ と  

 ⑵  派 遣 申 込 内 容 が ， 第 ５ 条 第 ２ 項 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 の い ず れ か に

該 当 す る こ と  

 ⑶  派 遣 申 込 内 容 が ， 第 ５ 条 第 ３ 項 の 各 号 に 掲 げ る 全 て の 事 項 に 該 当

し な い こ と  

 ⑷  前 ３ 号 に 定 め る も の の ほ か ， 派 遣 申 込 内 容 が 公 序 良 俗 に 反 し な い

こ と  

（ 派 遣 の 依 頼 ）  

第 ９ 条  市 長 は ， 前 条 に よ り 決 定 し た ア ド バ イ ザ ー が 所 属 す る ア ド バ イ

ザ ー 派 遣 団 体 に 対 し て ， 派 遣 依 頼 内 容 と 派 遣 希 望 日 時 を 伝 達 し ， 伊 丹

市 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 依 頼 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 送 付



す る 。  

（ 事 前 確 認 ）  

第 １ ０ 条  ア ド バ イ ザ ー 派 遣 団 体 は ， 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た

管 理 組 合 等（ 以 下「 相 談 者 」と い う 。）と 事 前 に 派 遣 日 時 の 調 整 や 相 談

内 容 等 の 確 認 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 派 遣 の 変 更 等 ）  

第 １ １ 条  相 談 者 は ， 派 遣 の 申 請 内 容 を 変 更 又 は 中 止 し よ う と す る と き

は ， 速 や か に ， 伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 変 更 ・ 中

止 申 請 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 申 請 書 を 受 理 し ， 派 遣 内 容 の 変 更 又 は 中 止 を 決 定 し

た と き は ， 伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 変 更 ・ 中 止 決

定 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り ， 当 該 相 談 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  市 長 は ， 第 １ 項 の 申 請 書 を 受 理 し ， 派 遣 内 容 の 変 更 又 は 中 止 を 決 定

し た と き は ， 伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 業 務 変 更 ・

中 止 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に よ り ， ア ド バ イ ザ ー 派 遣 団 体 に 通 知

す る も の と す る 。  

 （ 派 遣 の 取 消 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は ， 相 談 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， ア

ド バ イ ザ ー 派 遣 の 決 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 ⑴  ア ド バ イ ザ ー 派 遣 の 申 請 に 関 し て 虚 偽 又 は 不 正 の 事 実 が あ る と き 。 

 ⑵  ア ド バ イ ザ ー 派 遣 の 要 件 そ の 他 本 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

 ⑶  そ の 他 市 長 が ア ド バ イ ザ ー 派 遣 に 適 し な い と 認 め る 事 由 が 判 明 し

た と き 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ り ア ド バ イ ザ ー 派 遣 の 決 定 を 取 り 消 し た と

き は ，伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 決 定 取 消 通 知 書（ 様

式 第 ９ 号 ） に よ り ， 相 談 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  市 長 は ， 第 １ 項 の 規 定 に よ り ア ド バ イ ザ ー 派 遣 の 決 定 を 取 り 消 し た

と き は ， 伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 依 頼 取 消 通 知 書

（ 様 式 第 １ ０ 号 ） に よ り ， ア ド バ イ ザ ー 派 遣 団 体 に 通 知 す る も の と す

る 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 １ ３ 条  ア ド バ イ ザ ー 派 遣 団 体 及 び 相 談 者 は ， 伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ ン



管 理 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 業 務 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 １ １ 号 又 は 様 式 第 １ ２

号 ） を 派 遣 日 か ら ３ ０ 日 以 内 ま た は 派 遣 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 の い ず

れ か 早 い 日 に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 助 言 ・ 指 導 等 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は ，本 事 業 を 適 正 に 遂 行 す る た め ，必 要 と 認 め る と き は ，

当 該 ア ド バ イ ザ ー 若 し く は 相 談 者 に 対 し て ， 派 遣 対 象 に 係 る 関 係 資 料

の 提 出 及 び 説 明 を 求 め ， 助 言 及 び 指 導 を 行 う こ と が で き る 。  

２  市 長 は ， 派 遣 に 関 し て 不 適 当 な 事 項 を 発 見 し た 場 合 に は ， 必 要 な 是

正 措 置 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 費 用 の 弁 償 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は ， 第 １ ２ 条 の 規 定 に 基 づ き ， 派 遣 を 取 り 消 し た 場 合 に

お い て ， 既 に 派 遣 に 係 る 費 用 が 発 生 し て い る と き は ， 相 談 者 に 対 し て

期 限 を 定 め ， 伊 丹 市 分 譲 マ ン シ ョ ン 管 理 ア ド バ イ ザ ー 派 遣 費 用 返 還 命

令 書 （ 様 式 第 １ ３ 号 ） に よ り ， そ の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

付  則   

こ の 要 綱 は ， 令 和 ７ 年 １ １ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。  



様式第１号 
年  月  日  

伊丹市長 様  
 

管理組合等名称 
所在地 
代表者名                                

 
伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣申請書 

  
伊丹市分譲マンション管理アドバイザーの派遣を受けたいので，伊丹市分譲マンシ

ョン管理アドバイザー派遣事業実施要綱第６条第１項の規定により，次のとおり申請

します。 
マンション名  
マンション所在地  
派遣希望日時 第 1 希望:   年  月  日（  ）  時  分 

第 2 希望:   年  月  日（  ）  時  分 
参加予定人数           名（アドバイザーは除く） 
担当者 役職等： 

氏名： 
連絡先電話番号 
（連絡希望時間帯：              ） 
E メールアドレス： 

相談種別 □ マンション管理組合の運営及び管理規約等 
□ 管理費及び修繕積立金等の財務 
□ マンション管理にかかる契約 
□ 大規模修繕工事計画及び長期修繕計画の作成及び見直し 
□ 管理計画認定制度を意識した管理の適正化に資する取組み 
□ マンション建替え等の再生 
□ マンションの改修・耐震性の向上 
□ その他（                    ） 

相談内容 
（別紙添付でも可） 

 
 
 
 

添付書類※ 管理組合の集会又は理事会の決議書 
※管理組合の集会又は理事会の決議書(派遣を受けることを決議したこと

が分かる箇所)の写しを添付してください 
 【裏面もご記入ください】 



＜建物・管理等の概要＞ 

建物の概要 
構造 

（□ Ｓ
鉄骨造

／□ Ｒ Ｃ
鉄筋コンクリート造

／□ Ｓ Ｒ Ｃ
鉄骨鉄筋コンクリート造

）造 棟数      棟 

戸数 住宅  戸，店舗  戸，賃貸   戸，その他  戸 階数      階 

建築時期 築（  年）（   年  月竣工） 

管理等の概要 
耐震診断 
実施の有無 

□ 実施済 
□ 無     □将来実施予定（   年  月頃） 

耐震改修 
実施の有無 

□ 実施済 
□ 無     □将来実施予定（   年  月頃） 

長期修繕計画作

成の有無 
□ 作成済 直近の作成年（  年  月） 
□ 無 

管理規約 □ 作成済   当初時期    年   月  施行 
        最近の改正   年   月  改正 
       （標準管理規約に □準拠している／□準拠していない） 
□ 無 

管理方式 □ 全部委託  □ 一部委託 
 （管理会社名：                      ） 
  委託内容： 

□ 自主管理 
 

管理費等 平均管理費 （          ）円／戸・月 
平均修繕積立金（         ）円／戸・月 

＜相談時に準備できる書類＞ 
準備可能な書類 管理規約，使用細則，管理委託契約書，長期修繕計画書， 

過去の修繕記録，竣工図書，現地写真 
その他（                       ） 
※可能なもの全てに〇をつけてください 

以下の内容をご確認いただき，チェックを入れてください。 
□上記，記載内容をアドバイザーに情報提供する事について同意します。 
＊１ ご相談内容以外の事項をお聞きする場合がありますので，差支えない範囲でお答えください。 
＊２ 本申請書に記載された事項は，派遣の可否の検討及びアドバイザーの選定のため市からアド

バイザー派遣団体に基礎情報として提供しますのでご了承ください。 
□申請者は，伊丹市暴力団排除条例（平成２４年条例第４号）第２条に規定する暴力団若しく

は同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者ではありま

せん。 



様式第２号 
                             第   号   
                                                      年  月  日   

アドバイザー派遣団体名 
代表者名       様 
 
                            伊丹市長 

                 
 

伊丹市分譲マンション管理アドバイザー推薦依頼書 
 
下記の相談内容に適している伊丹市分譲マンション管理アドバイザーの推薦を伊丹

市分譲マンション管理アドバイザー派遣事業実施要綱第７条第１項の規定により依頼

します。 
記 

 

マンション名  

代表者氏名  

マンション所在地  

担当者連絡先 
役職： 
電話番号： 
E メールアドレス： 

相談内容  

派遣希望日 
第１希望    年   月   日（  ） 
第２希望    年   月   日（  ） 

その他  

以上



様式第３号 
                                                      年  月  日   

 

伊丹市長 様 
アドバイザー派遣団体名 
代表者名            
 

伊丹市分譲マンション管理アドバイザー推薦書 
 
    年  月  日付  第  号で依頼のあった伊丹市分譲マンション管理ア

ドバイザーの推薦について，伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣事業実施要綱

第７条第２項の規定により，以下のとおり報告します。 
所属団体名  

派遣を行う 
アドバイザー 

ふりがな 
氏名： 
連絡先電話番号： 
E メールアドレス： 

派遣を行う 
アドバイザー 

ふりがな 
氏名： 
連絡先電話番号： 
E メールアドレス： 

派遣対象マンション名  

派遣予定日 年   月   日（  ） 

参考としたい書類等 

□ 管理規約 
□ 使用細則 
□ 管理委託契約書 
□ 長期修繕計画書 
□ 過去の修繕記録 
□ 竣工図書 
□ 現地写真 
□ その他準備して頂きたいもの 
 （                   ） 

その他  
以下の内容をご確認いただき，チェックを入れてください。 
□申請者は，伊丹市暴力団排除条例（平成２４年条例第４号）第２条に規定する暴力団若しく

は同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者ではありま

せん。 
＜注意事項＞ 
※推薦するアドバイザーの履歴書を添付してください。 



様式第４号 
                             第   号   
                                                      年  月  日   

管理組合等名称 
所在地 
代表者名    様 

 伊丹市長 
 

伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣決定通知書 
 
 伊丹市分譲マンション管理アドバイザーの派遣について，次のとおり決定したので

伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣事業実施要綱第８条第１項の規定により

通知します。 

マンション名  

マンション所在地  

派遣の可否 
（※派遣しない場合はその理由）  

相談内容  

派遣予定日 年   月   日（  ） 

アドバイザー 
氏名   

連絡先電話番号   
所属団体   

相談時に必要な書類  

＜注意事項＞ 
※派遣時間や集合場所，具体的な相談内容など，派遣に係る詳細については，事前にアドバイザー

と調整してください。 
※派遣内容の変更や派遣を受けることができなくなった場合は，速やかに市担当課及びアドバイザ

ーに連絡してください。 
※伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣事業実施要綱第１２条の規定に基づき，派遣を取り

消した場合において，既に派遣に係る費用が発生した場合，同要綱１５条の規定に基づき，派遣

に係る費用を返還頂く場合があります。 
※会場費等アドバイザーの派遣以外の費用を要するときは，管理組合等が負担するものとします。 



様式第５号 
                             第   号   
                                                      年  月  日   

アドバイザー派遣団体名 
代表者名      様 
 
                          伊丹市長 

              
伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣依頼書 

 
 以下の相談事項について，伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣業務を伊丹

市分譲マンション管理アドバイザー派遣事業実施要綱第９条の規定により依頼します。 

マンション名  

代表者氏名  

マンション所在地  

相談内容  

派遣希望日時 年   月   日（  ） 

その他  

＜注意事項＞ 
※対象マンションに関する概要情報は，別添資料を参照願います。 
※伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣事業実施要綱第１０条に基づき，派遣に際しては

マンション管理組合等と事前相談をお願いします。



様式第６号 
                             

                                                      年  月  日   
伊丹市長 様  
 

管理組合等名称 
所在地 
代表者名                  
 

伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣 
（変更・中止）申請書 

 
    年  月  日付第   号で通知を受けた伊丹市分譲マンション管理アド

バイザー派遣について伊丹市分譲マンションアドバイザー派遣事業実施要綱第１１条

第１項の規定により，次のとおり（変更・中止）申請します。 
 

マンション名  

変更内容（変更の場合のみ記入） 

変更事項  

変更前の内容  

変更後の内容  

変更・中止の理由 

 

 



様式第７号 
                             第   号   
                                                      年  月  日   

管理組合等名称 
所在地 
代表者名    様 
                          伊丹市長 
 
 

伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣 
（変更・中止）決定通知書 

 
    年  月  日付（変更・中止）申請のあった伊丹市分譲マンション管理ア

ドバイザー派遣について（変更・中止）を決定いたしましたので，伊丹市分譲マンシ

ョン管理アドバイザー派遣事業実施要綱第１１条第２項の規定により通知します。 
 

マンション名  

アドバイザー 

氏名： 
住所： 
連絡先電話番号： 
所属団体： 

変更内容（変更の場合のみ記入） 

変更事項  

変更前の内容  

変更後の内容  

 
 



様式第８号 
                             第   号   
                                                      年  月  日   

アドバイザー派遣団体名 
代表者名      様 
 
                          伊丹市長 

              
伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣業務 

（変更・中止）決定通知書 
 
    年  月  日付第  号で依頼した伊丹市分譲マンション管理アドバイザ

ー派遣業務について（変更・中止）を決定いたしましたので，伊丹市分譲マンション

管理アドバイザー派遣事業実施要綱第１１条第３項の規定により通知します。 
 

マンション名  

代表者氏名  

マンション所在地  

連絡先電話番号  

変更内容（変更の場合のみ記入） 

変更事項  

変更前の内容  

変更後の内容  

変更・中止の理由 

 



様式第９号 
                             第   号   
                                                      年  月  日   

 
管理組合等名称 
住所 
代表者氏名    様 
 
                          伊丹市長 

              
 

伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣決定取消通知書 
 
    年  月  日付第  号で派遣を決定した伊丹市分譲マンション管理アド

バイザー派遣について，派遣決定を取り消しましたので，伊丹市分譲マンション管理

アドバイザー派遣事業実施要綱第１２条第２項の規定により通知します。 
 

取消理由  

 
 
 
 
 
 
 



様式第１０号 
                             第   号   
                                                      年  月  日   

 
アドバイザー派遣団体名 
代表者名      様 
 
                          伊丹市長 

              
 

伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣依頼取消通知書 
 
    年  月  日付第  号で依頼した伊丹市分譲マンション管理アドバイザ

ー派遣業務について，以下の理由により，派遣決定を取消しましたので，伊丹市分譲

マンション管理アドバイザー派遣事業実施要綱第１２条第３項の規定により通知しま

す。 
 

マンション名  

代 表 者 名  

所 在 地  

取 消 理 由  

 



様式第１１号                     （アドバイザー用） 
                        

                                                      年  月  日   
 伊丹市長  様 
 
 アドバイザー派遣団体名 
 代表者名        

              
伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣業務実績報告書 

 
    年 月 日付第   号で派遣依頼を受けた伊丹市分譲マンション管

理アドバイザー派遣業務について，伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派

遣事業実施要綱第１３条の規定により，次のとおり報告します。 
 

マンション名  

代表者氏名  

マンション所在地  

相談内容  

派遣日     年   月   日（  ） 

その他  

＜注意事項＞ 
※派遣当日の資料や写真等，内容が分かるものを添付してください。 
※相談内容，アドバイスの内容，その他につきましては，別紙添付としても可。 
※この報告書は，派遣日から３０日以内または派遣日の属する年度の末日のいずれか

早い日に伊丹市に提出してください。



 
様式第１２号                      （管理組合等用） 

                           

                                                      年  月  日   
 伊丹市長   様 
 
                      管理組合等名称 

住所 
代表者氏名 

              
伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣業務実績報告書 

 
    年 月 日付第  号で通知を受けた伊丹市分譲マンション管理アド

バイザー派遣について，伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣事業実施

要綱第１３条の規定により，次のとおり報告します。 
 

マンション名  

派遣を受けた日時 年  月  日（  ） 時 分 ～ 時 分 

参加人数 名（アドバイザーは除く） 

相談内容  

アドバイスの内容  

その他 
（例：今後の計画等） 

 

＜注意事項＞ 
※相談内容，アドバイスの内容，今後の計画等，その他につきましては，別紙添付とし

ても可。 
※この報告書は，派遣日から３０日以内または派遣日の属する年度の末日のいずれか早

い日に伊丹市に提出してください。



 
様式第１３号 

                             第   号   
                                                      年  月  日   

管理組合等名称 
住所 
代表者氏名 
       様 
 
                         伊丹市長 

              
伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣費用返還命令書 

 
    年 月 日付第  号で通知を行った伊丹市分譲マンション管理アドバイ

ザー派遣について，伊丹市分譲マンション管理アドバイザー派遣事業実施要綱第１５

条の規定により，次のとおり派遣費用の返還を命じます。 
 

マンション名  

管理組合等名称  

派遣日時     年  月  日（  ）  時  分 ～  時  分 

アドバイザー名  

支払い予定金額  

返還すべき金額  

返還を命ずる理由  

返還期限  

返還方法  

その他  

 
 


